
別東氏6
「薬事法関係事務の取扱いについて」 (平成12年3月31日付け12畜A第729号畜産局長通知)

改 正 後 現 行

別表� 4 動物用医薬品の検定に関する標準処理期間 別表4 動物用医薬品の検定に関する標準処理期間

製 弗I 標準処理期間(日)

(血清の部)

(略) (略)

(ワクチン(シードロット製剤を除く。)の部)

(略)

7 イコプラズ7 ・ガリセプチカム感染症(油性アジュパン� 

ト加)不活化ワクチン

7 イコプラズ7 ・ガリセプチカム感染症・� 7 イコプラズ7 

-シノピエ感染症混合生ワクチン

(略)

ぶりピブリオ病・� α溶血性レンサ球菌混合不活化ワクチン� 

ぶりピブリオ病・� α溶血性レンf球菌症・類結節症混合� 

(油性アジュパント加)混合不活必ヲクチン

(略)

(略)

70 

90 

(略)

90 

120 

(診断液の部)

A型イ:<フノレエンザ診断用ラテックス標識抗体反応キット� 

鳥インフノレエンザ診断用酵素標識抗体反応キット� 

40 

40 

製 弗l

(血清の部)

(略)

(ワクチン(シードロット製剤を除く。)の部)

(略)

7 イコプラズ7 ・ガリセプチカム感染症(油性アジュパン� 

ト加)不活化ワクチン� 

標準処理期間(日)

(略)

(略) 

70 

(略)

ぶりピブPオ病・� α溶血性レンサ球菌混合不活化ワクチン� 

(略)

90 

(略)

(診断液の部) 

A型インフノレエンザ診断用ラテックス標識抗体反応キット� 40 
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